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新連載

1

人
権
尊
重
を
求
め
る

歴
史
的
経
緯

　

最
近
、「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
を

テ
ー
マ
と
す
る
報
道
や
議
論
を
目
に

す
る
機
会
が
増
え
て
き
た
。
な
ぜ
今
、

こ
の
テ
ー
マ
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い

る
の
か
。
金
融
機
関
に
は
ど
の
よ
う

な
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
、
実
際
に

ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ

て
い
る
の
か
。
本
連
載
で
は
、
こ
う

し
た
疑
問
に
つ
い
て
、
主
に
金
融
機

関
の
リ
ス
ク
管
理
の
観
点
か
ら
考
察

し
て
い
き
た
い
。

　

第
２
次
世
界
大
戦
終
結
後
、
国
際

社
会
は
、
人
権
を
擁
護
す
る
た
め
の

合
意
形
成
を
着
実
に
進
め
て
き
た
。

そ
の
動
き
は
、
１
９
９
０
年
代
に
入

り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
加
速
を
受
け

て
転
機
を
迎
え
る
。
例
え
ば
、
製
造

業
で
委
託
生
産
活
動
が
本
格
化
し
、

発
展
途
上
国
を
中
心
に
強
制
労
働
や

児
童
労
働
の
問
題
が
顕
在
化
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
資
源
セ
ク
タ

ー
で
は
、
紛
争
地
帯
な
ど
劣
悪
な
環

境
下
で
の
操
業
が
横
行
し
、
土
地
の

収
奪
や
水
質
の
汚
染
な
ど
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
に
悪
影
響
が
及
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
事
態
を
受
け
、
国
連
の

ア
ナ
ン
事
務
総
長
は
99
年
に
、
グ
ロ

ー
バ
ル
化
の
「
負
」
の
側
面
の
解
決

に
向
け
て
「
人
権
」「
労
働
」「
環

境
」「
腐
敗
防
止
」
に
関
す
る
10
の

原
則
の
実
践
を
企
業
に
求
め
る
「
国

連
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
」
を

提
唱
し
た
。
世
界
中
の
企
業
が
賛
同

を
表
明
す
る
な
か
、
国
連
の
人
権
理

事
会
は
２
０
１
１
年
、
人
権
尊
重
に

関
す
る
企
業
の
責
任
を
定
め
た
「
ビ

ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則

（
以
下
、
指
導
原
則
）」
を
、
全
会

一
致
で
支
持
し
た
。

　

最
近
で
は
、
社
会
課
題
の
解
決
か

ら
生
ま
れ
る
「
社
会
価
値
」
と
「
企

業
価
値
」
の
両
立
を
目
指
す
「
共
通

価
値
創
造
」（
Ｃ
Ｓ
Ｖ
＝C

reating 
Shared Value

）が
、
企
業
経
営
の
新

た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
浸
透
し
つ

つ
あ
る
。
企
業
が
ラ
イ
ツ
ホ
ル
ダ
ー

（
人
権
へ
の
影
響
を
考
慮
す
べ
き
対

象
）
の
人
権
に
及
ぼ
す
リ
ス
ク
を
抑

制
す
る
こ
と
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｖ
の
推
進
や
、

企
業
自
身
の
リ
ス
ク
を
抑
制
す
る
こ

と
に
つ
な
が
る
（
図
表
）。

「
指
導
原
則
」
を
受
け

人
権
の
法
制
化
が
加
速

　

指
導
原
則
は
、
①
国
家
の
義
務
、

②
企
業
の
責
任
、
③
救
済
へ
の
ア
ク

セ
ス
│
│
の
３
本
柱
で
構
成
さ
れ
て

お
り
、
企
業
活
動
を
通
じ
た
人
権
面

の
悪
影
響
や
そ
の
リ
ス
ク
を
軽
減
す

る
観
点
か
ら
、
企
業
が
人
権
方
針
を

策
定
し
た
上
で
人
権
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ

ェ
ン
ス
を
実
施
し
、
救
済
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
構
築
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

指
導
原
則
の
策
定
を
受
け
、
西
側

諸
国
で
は
、
企
業
に
人
権
尊
重
の
義

務
を
課
す
法
制
化
作
業
が
加
速
し
て

い
る
。
15
年
に
制
定
さ
れ
た
英
国
の

「
現
代
奴
隷
法
」
を
皮
切
り
に
、
フ

ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ラ

ン
ダ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ド
イ
ツ
で
新

た
な
人
権
法
制
が
制
定
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ

で
は
「
企
業
持
続
可
能
性
デ
ュ
ー
デ

リ
ジ
ェ
ン
ス
指
令
案
」
が
審
議
中
で

あ
る
。
米
国
で
は
、
16
年
の
「
グ
ロ

企業に「ビジネスと人権」の
取り組みが求められる背景
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ー
バ
ル
・
マ
グ
ニ
ツ
キ
ー
人
権
問
責

法
」
に
続
き
、
21
年
に
「
ウ
イ
グ
ル

強
制
労
働
防
止
法
」
が
成
立
し
た
。

地
政
学
的
環
境
の
変
化
で 

「
分
断
」
が
深
刻
化

　

西
側
諸
国
に
お
け
る
こ
う
し
た
動

き
の
背
景
に
は
、

地
政
学
的
環
境
の

変
化
の
影
響
が
あ

る
。
地
政
学
リ
ス

ク
を
専
門
と
す
る

調
査
会
社
ユ
ー
ラ

シ
ア
・
グ
ル
ー
プ

は
最
近
、「
消
費

者
や
従
業
員
は
、

（
中
略
）
企
業
が

（
中
略
）
職
場
の

多
様
性
、
投
票
権
、

強
制
労
働
・
児
童

労
働
、
環
境
や
人

権
に
配
慮
し
た
サ

プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
、

言
論
の
自
由
な
ど

に
つ
い
て
立
場
を

明
確
に
す
る
こ
と

を
求
め
て
い
る
」

と
指
摘
し
た
。
そ

の
上
で
、「
企
業

が
中
国
で
の
強
制

労
働
に
反
対
の
声

を
上
げ
れ
ば
、
中

国
の
規
制
当
局
や

消
費
者
の
怒
り
を
買
う
。
ま
た
声
を

上
げ
な
け
れ
ば
、
米
国
、
カ
ナ
ダ
、

英
国
、
欧
州
連
合
の
規
制
当
局
や
消

費
者
か
ら
の
反
発
を
受
け
る
」
と
し
、

地
政
学
的
環
境
の
変
化
に
よ
り
、
人

権
を
巡
る
国
際
社
会
の
分
断
が
深
刻

化
し
、
企
業
に
求
め
ら
れ
る
人
権
尊

重
の
対
応
が
複
雑
化
し
て
い
る
リ
ス

ク
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
（
注
１
）。

　

こ
う
し
た
分
断
を
象
徴
す
る
出
来

事
が
あ
っ
た
。
昨
年
10
月
、
国
連
人

権
理
事
会
は
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治

区
で
の
深
刻
な
人
権
侵
害
を
指
摘
し

た
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
の
報
告

書
を
討
論
す
る
よ
う
求
め
る
動
議
を

19
カ
国
の
反
対
、
17
カ
国
の
賛
成
、

11
カ
国
の
棄
権
で
否
決
し
た
。
11
年

に
、
人
権
理
事
会
で
指
導
原
則
が
全

会
一
致
で
支
持
さ
れ
た
時
と
比
較
す

る
と
、
状
況
は
一
変
し
て
い
る
。

　

日
本
で
は
22
年
９
月
、
政
府
が

「
責
任
あ
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
等

に
お
け
る
人
権
尊
重
の
た
め
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定
し
た
。
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
冒
頭
で
示
さ
れ
て
い
る
「
自

由
、
民
主
主
義
、
人
権
、
法
の
支
配

と
い
っ
た
普
遍
的
・
基
本
的
価
値
」

は
、
日
本
の
重
点
外
交
政
策
で
あ
る

「
自
由
と
繁
栄
の
弧
」
の
カ
ギ
と
な

る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
（
注
２
）。
政
府

が
人
権
尊
重
の
取
り
組
み
を
企
業
に

求
め
る
背
景
に
は
、
外
交
戦
略
上
の

配
慮
が
影
響
し
て
い
る
。

　

金
融
機
関
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権

の
問
題
に
ど
う
取
り
組
む
べ
き
か
を

考
え
る
際
に
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｖ
の
推
進
と

い
う
要
素
に
加
え
、
地
政
学
的
環
境

の
変
化
が
日
本
の
立
ち
位
置
や
政
府

の
取
り
組
み
に
与
え
る
影
響
と
い
う

要
素
を
勘
案
す
る
必
要
が
あ
る
。
以

上
を
踏
ま
え
、
次
回
は
ビ
ジ
ネ
ス
と

人
権
を
巡
る
内
外
当
局
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
く
解
説
す
る
。

（
注
）１　

ユ
ー
ラ
シ
ア
・
グ
ル
ー
プ

「T
O

P
 R

ISK
S 2022

」（
22
年
１
月
）

２　

外
務
省
「『
価
値
の
外
交
』
と

『
自
由
と
繁
栄
の
弧
』
に
つ
い
て

（
参
考
資
料
）（
06
年
11
月
30
日
）」

な
が
の　

り
ゅ
う
い
ち

大
手
監
査
法
人
を
経
て
、
16
年
入
社
。

主
に
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
管
理
、
規
制

対
応
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ

領
域
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

を
支
援
。

み
お　

ひ
と
し

日
本
銀
行
国
際
課
長
、
金
融
シ
ス
テ
ム

調
査
課
長
を
経
て
、
21
年
入
社
。
Ｅ
Ｓ

Ｇ
分
野
を
含
む
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
管

理
高
度
化
の
支
援
を
実
施
。

〔図表〕 人権リスクの抑制がもたらす好循環

（出所） 　法務省人権擁護局「ビジネスと人権に関する調査研究」報告書をもとに筆者作成。
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